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○議事日程第１号 

  平成２９年８月３日（木）午後２時開議 

第１ 議席指定 

第２ 副議長選挙 

第３ 会期の決定 

第４ 会議録署名議員指名 

第５ 諸報告 

第６ 議第５号 平成２８年度山形県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出決算認定につい 

    て 

 第７ 議第６号 平成２８年度山形県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計歳入歳出 

決算認定について 

 第８ 議第７号 平成２９年度山形県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第１号） 

 第９ 議第８号 平成２９年度山形県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算 
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（第１号） 

第１０ 議第９号 山形県後期高齢者医療広域連合監査委員の選任について 

 第１１ 議第１０号 山形県後期高齢者医療広域連合監査委員の選任について 

 

 

○本日の会議に付した事件 

 日程第１ 議席指定 

 日程第２ 副議長選挙 

日程第３ 会期の決定 

日程第４ 会議録署名議員指名 

日程第５ 諸報告 

日程第６ 議第５号 平成２８年度山形県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出決算認定に 

ついて 

 日程第７ 議第６号 平成２８年度山形県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計歳入 

歳出決算認定について 

 日程第８ 議第７号 平成２９年度山形県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第１号） 

 日程第９ 議第８号 平成２９年度山形県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正 

予算（第１号） 

 日程第１０ 議第９号 山形県後期高齢者医療広域連合監査委員の選任について 

 日程第１１ 議第１０号 山形県後期高齢者医療広域連合監査委員の選任について 

 

 

    午後２時００分 開議 

○議長（秋葉征士君） これより、７月２７日告示招集されました平成２９年７月山形県後期高齢者

医療広域連合議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。 

出席議員は、定足数に達しております。 

本日の議事は、日程第１号をもって進めます。 

 

 

    議席指定 

○議長（秋葉征士君） 日程第１ 議席の指定を行います。 

５月１０日告示の選挙で当選されました石澤秀夫議員、早坂文也議員及び吉宮茂議員の議席を、

会議規則第３条第２項の規定により、議長において定めます。現在御着席の議席を議席とします。 

 

 

副議長選挙 

○議長（秋葉征士君） 日程第２ 副議長の選挙を行います。 

この選挙は、山形県後期高齢者医療広域連合規約第１０条第１項の規定による選挙となっており

ます。 
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 お諮りします。副議長の選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指

名推選によって行うことを御提案しますが、これに御異議ありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長（秋葉征士君） 異議なしと認めます。 

したがって、選挙の方法については、指名推選によることに決定しました。 

お諮りします。指名の方法については、議長において指名することにしたいと思います。これに

御異議ありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長（秋葉征士君） 御異議なしと認めます。 

したがって、指名の方法については、議長において指名することに決定しました。 

 それでは、山形県後期高齢者医療広域連合議会副議長に、早坂文也議員を指名します。 

 お諮りします。ただいま指名しました早坂文也議員を副議長の当選人と定めることに御異議あり

ませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長（秋葉征士君） 御異議なしと認めます。 

したがって、早坂文也議員が副議長に当選されました。 

ただいま副議長に当選されました早坂文也議員が出席しておりますので、会議規則第２７条第２

項の規定により当選を告知します。 

副議長に当選されました早坂文也議員からごあいさつをお願いします。 

 

○９番（早坂文也君） ただいま副議長に、議長の御指名で推選をいただきました戸沢村議会議長の

早坂でございます。また、皆さんからの御指導をいただきながら副議長の職務を全うしたいと考え

ております。甚だ簡単でございますが、就任のあいさつとさせていただきます。 

どうもありがとうございます。 

 

 

    会期の決定 

○議長（秋葉征士君） 日程第３ 会期の決定を行います。 

お諮りします。この定例会の会期は、本日１日としたいと思います。これに御異議ありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長（秋葉征士君） 御異議なしと認めます。 
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したがって、会期は、本日１日と決定しました。 

 

 

    会議録署名議員指名 

○議長（秋葉征士君） 日程第４ 会議録署名議員の指名を行います。 

会議規則第５９条の規定により、議長において指名します。会議録署名議員に、１番 佐藤洋樹

議員、２番 石澤秀夫議員を指名します。 

 

 

    諸報告 

○議長（秋葉征士君） 日程第５ 諸報告を行います。 

監査委員から、平成２９年２月から７月に執行した例月出納検査の結果が、地方自治法第２９２

条において準用する同法第２３５条の２第３項の規定により、議長あて報告されております。 

また、すでに配付しております文書のとおり、平成２９年６月に執行した定例監査の結果が、地

方自治法第２９２条において準用する同法第１９９条第９項の規定により、報告をされております。 

以上で報告を終わります。 

 

 

議第５号及び議第６号 

○議長（秋葉征士君） 日程第６ 議第５号平成２８年度山形県後期高齢者医療広域連合一般会計歳

入歳出決算認定について及び日程第７ 議第６号平成２８年度山形県後期高齢者医療広域連合後

期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、関連がありますので、一括して上程します。 

 

    提案理由の説明 

○議長（秋葉征士君） ここで提案者の説明を求めます。 

 

○連合長（佐藤孝弘君） 議長。 

 

○議長（秋葉征士君） 佐藤連合長。 

 

○連合長（佐藤孝弘君） ただいま上程されました議第５号及び議第６号について、提案理由を御説

明申し上げます。両議案は、地方自治法第２９２条において準用する同法第２３３条第３項の規定

に基づき、議会の認定に付するため提出するものであります。 

一般会計歳入歳出決算及び後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算について、その概要を御説明申

し上げます。 

初めに、一般会計の決算から申し上げます。歳入歳出決算書の２ページから５ページに記載のと

おり、歳入の収入済額合計は５億５，６６４万６，２１４円であり、歳出の支出済額合計は５億  

２，１８９万５，８０１円となることから、歳入歳出差引残額は３，４７５万４１３円となってお

ります。 
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次に、後期高齢者医療特別会計の決算について申し上げます。歳入歳出決算書の６ページから９

ページに記載のとおり、歳入の収入済額合計は１，５５４億４，３１８万６８４円であり、歳出の

支出済額合計は１，４９０億４，５８０万２，３２３円となることから、歳入歳出差引残額は６３

億９，７３７万８，３６１円となっております。また、制度上、療養給付費負担金等の精算が次年

度となることから、繰越金には平成２９年度に返還すべき負担金等が含まれておりますことを御承

知おきいただきますようお願い申し上げます。 

なお、主要な施策の成果報告書とあわせて、決算の内容について事務局より御説明申し上げます。 

 

○事業課長（村山裕二君） 議長。 

 

○議長（秋葉征士君） 村山事業課長。 

 

○事業課長（村山裕二君） それでは、平成２８年度主要な施策の成果報告書について、その概要を

御説明申し上げます。別冊の資料、成果報告書をお願いいたします。 

初めに、１ページをごらんください。被保険者の状況について申し上げます。平成２８年度末の

被保険者数は１９万３，１４１人で、前年同期に比べ８８３人増加し、県内人口に占める割合は  

１７．３５％、０．２３％増となっております。また、中段の被保険者数等の推移表、その下の年

齢構成内訳表を見ますと、障がい認定者と被用者保険の元被扶養者の人数と割合は年々減少してい

ますが、これまで増加していた低所得者が減少に転じた一方、減少していた現役並み所得者と一般

が増加しました。低所得者が減少した要因としては、平成２５年度から行われていた年金支給の特

例水準の段階的調整が終了し、あわせて平成２７年度の年金額が０．９％引き上げ改定されたこと

による所得の増と見ております。 

２ページをごらんください。保険財政の状況については、決算状況で説明いたしますので省略さ

せていただきます。 

次に３ページをごらんください。３ 保険給付事業について申し上げます。初めに給付額であり

ますが、給付額合計が１，４３７億７，０３７万６，１００円で、前年度比１．５６％の減であり

ます。 

４ページをごらんください。件数でありますが、６０７万５，８１０件で、前年度比で約５万  

４，０００件、０．９０％の増であります。４ページ中段以降は、給付費の詳細について、療養給

付費の内訳などを順次記載しております。初めに、（１）療養給付費の内訳について申し上げます。

医科入院の件数の割合は２．４５％とわずかですが、給付額としては４６．２９％を占めておりま

す。また、医科入院外の件数の割合は５５．０５％、給付費では２９．６２％となっております。 

次に５ページをごらんください。（２）療養費の内訳について申し上げます。内容の主なものは、

柔整療養費及びあんまマッサージであります。柔整療養費の件数の割合は７１．２７％、給付費で

４８％、あんまマッサージの件数の割合は１６．１４％、給付費で３０．８９％となっております。

中段に、参考として１人当たり年間平均給付額を記載しております。１人当たりの給付額は７４万

４，０１２円で、前年度と比較して、額にして１万４，９３４円、率で１．９７％減少しておりま

す。 

次に６ページであります。（３）審査支払手数料であります。毎年、全国の状況などを参考に、
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手数料の単価について国保連合会と協議を行っております。その結果、１件当たり審査手数料単価

が、平成２７年３月審査分から７０円、さらに平成２９年３月審査分から６９円となっております。

前年度に比べ、金額、件数とも微増しております。（４）電算処理委託料について申し上げます。

診療報酬の審査支払いの前処理として、審査支払システムへのデータ取り込み、データと標準シス

テムとの連携について国保連合会に委託し実施しているものであります。平成２８年３月処理分か

らの単価が２５円から２３円に引き下げられたことから、金額で６．５４％の減額となりました。 

次に７ページをごらんください。４ 保健事業について申し上げます。被保険者の健康の保持増

進、また、生活習慣病の早期発見を目的として、健康診査事業と歯周疾患検診事業等を行っており

ます。（１）健康診査事業につきましては、県内全市町村に委託して実施しております。前年度は

３万７，１３２人が受診し、受診率は２０．９１％で、前年度比０．４１％の増であります。それ

に係る委託料は３億１，７２８万７，３４１円であります。（２）歯周疾患検診事業については、

平成２２年度から、歯の減少を予防するとともに生活習慣病等の悪化を防止し、健康で質の高い生

活が送れるように、前年度７５歳に到達した被保険者を対象に、山形県歯科医師会に委託して実施

しております。受診者数は１，１５９人と前年度より増加しましたが、対象の被保険者数が多かっ

たため受診率は９．２９％、０．４７％減少しました。それに係る委託料は５７１万５，０２９円

であります。 

８ページ中段であります。（３）疾病分類別統計作成業務委託料については、本県における後期

高齢者の疾病状況及び医療費の実態を分類した統計表を国保連合会に委託して作成しているもの

で、各市町村等に配布し、被保険者の健康づくりのため、創意工夫により積極的に取り組む各種事

業の一助として活用していただいております。 

次に９ページをごらんください。５ 医療費適正化事業について申し上げます。（１）レセプト

点検事業でありますが、医療費を適正に支出するため、その業務を国保連合会に委託して実施して

おります。前年度と比較して、件数、金額とも１．３９％の増加であります。 

１０ページをごらんください。（２）医療費通知事業について申し上げます。被保険者に健康に

対する意識を深めていただくとともに、医療費の抑制のため医療費通知を７月、１１月、３月の年

３回、受診履歴のあるすべての方に送付しております。前年度と比較して、送付数で２，５５９通、

０．４５％、金額で１６３万５，３７９円、５．５４％増加しております。なお、送付数に対して

郵送料の伸びの割合が高いのは、郵便料金値引率の引き下げによるものであります。（３）ジェネ

リック医薬品利用促進差額通知事業については、平成２３年度から実施しており、ある程度利用促

進が図られていることから、平成２７年度から年１回通知に変更しております。 

次に１１ページをごらんください。（４）第三者行為求償事務事業について申し上げます。交通

事故に係る第三者行為について国保連合会に求償事務を委託しております。事務委託料は平成２８

年１月から、収納額の２．１６％から５．４％になったため、６９０万５，４０２円、３８７万   

３，１１２円の増となりました。これに係る収納額は、下の表のとおり９，９２７万３，３８７円

であります。加害者に対する直接請求はありませんでした。 

１２ページをごらんください。６ 電算処理システム運用業務委託事業について申し上げます。

後期高齢者医療制度の運用業務を効率的かつ適正に行うため、標準システムの運用及び保守管理を

国保連合会に委託しております。委託料は、随意契約によるものであります。７ 電算処理システ

ム個人番号情報連携対応業務委託事業について申し上げます。マイナンバー制度の運用での個人番
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号情報連携対応化と、医療保険者向け中間サーバー等との連動テスト及び総合運用テストに向けた

準備を国保連合会に委託して実施しております。 

次に１３ページをごらんください。８ 被保険者証等作成及び封入封かん業務委託事業について

申し上げます。毎年８月１日の被保険者証の一斉更新にあわせ、被保険者証等の作成及び制度説明

リーフレット等の封入封かん業務を委託して実施しております。被保険者の増加により、前年度と

比較し２７万円、３．２７％の増であります。９ 制度広報周知事業について申し上げます。制度

広報を効果的かつ効率的に実施するため、市町村と連携しながら適時適切な広報を行っておりま

す。その内容としては、制度の理解を一層深めるため、パンフレット、リーフレットに加え、ホー

ムページも利用するなど積極的な広報に努めております。特に、パンフレットやリーフレットの作

成に当たりましては、市町村担当者の意見、要望を反映しながら、毎年改善に努めております。 

最後に１４ページをごらんください。１０ 長寿医療懇談会について申し上げます。当広域連合

の円滑な運営に資するため、被保険者、有識者、医療関係者、保険者、行政の各分野の方々から広

く意見をいただくことを目的として開催しております。前年度は９月２７日に開催し、後期高齢者

医療制度の運営状況、レセプトデータ分析事業などについて報告するとともに、今後の制度の運営

等について懇談していただいております。懇談会の委員数は１０名であります。なお、１０名のう

ち新たな委員は４名で、委員会委員の任期は平成２９年度までの２年間であります。１１ 市町村

後期高齢者医療事業に対する補助事業について申し上げます。この事業は、市町村が独自に行った

長寿・健康増進事業に対する補助事業であり、１市３町への補助金５６５万６，７５４円を支出し

ております。その事業内容は、保健師や看護師による健康相談事業、健康増進施設を利用し、運動、

講話、休養等を取り入れた健康増進事業などであります。 

以上、平成２８年度主要な施策の成果報告書の説明とさせていただきます。 

なお、決算につきましては説明員を交代させていただきます。 

 

○会計管理者（柏倉信一君） 議長。 

 

○議長（秋葉征士君） 柏倉会計管理者。 

 

○会計管理者（柏倉信一君） それでは、平成２８年度山形県後期高齢者医療広域連合一般会計及び

特別会計の歳入歳出決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。 

決算書の１２ページ、１３ページをごらんください。初めに、一般会計歳入歳出決算事項別明細

書でございます。 

まず、歳入について御説明申し上げます。１款分担金及び負担金でございますが、これは市町村

からの事務費負担金であり、合計では、調定額、収入済額とも同額の５億２，８７２万１，０００

円となっております。２款財産収入でございますが、これは財政調整基金に係る利子収入であり、

収入済額は４，９８７円でございます。３款繰入金でございますが、これは財政調整基金からの繰

入金であり、収入済額は２３３万６，４７２円でございます。４款繰越金でございますが、これは

平成２７年度からの繰越金であり、収入済額は２，５０１万９，９２６円でございます。 

１４ページ、１５ページをごらんください。５款諸収入でございます。１項預金利子の収入済額

は２３５円でございます。次の２項雑入の収入済額は５６万３，５９４円でございます。 
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以上、歳入合計は、予算現額５億５，９８２万８，０００円に対し、調定額は５億５，６６４万

６，２１４円であり、収入済額も同額でございます。不納欠損額、収入未済額はございません。 

１６ページ、１７ページをごらんください。歳出について御説明申し上げます。１款議会費の支

出済額は５４万２，８０６円でございます。２款総務費でございます。１６ページから１９ページ

までとなります。 

１８ページ、１９ページをごらんください。一番上の表、１項総務管理費の支出済額合計は１億

９，２９７万９，５９５円であり、１，１８５万３，４０５円の不用額となっております。これは、

派遣職員人件費負担金などが見込みを下回ったためでございます。次の２項選挙費の支出済額は４

万２，０００円でございます。３項監査委員費の支出済額は７万９，６５９円でございます。 

２０ページ、２１ページをごらんください。３款民生費でございます。支出済額は３億    

２，８２５万１，７４１円であり、２，０９４万７，２５９円の不用額となっております。これは、

特別会計への事務費繰出金が見込みを下回ったためでございます。４款予備費でございますが、支

出済額はございません。 

以上、歳出合計は、予算現額５億５，９８２万８，０００円に対し、支出済額は５億２，１８９

万５，８０１円であり、３，７９３万２，１９９円の不用額となりました。 

次に２２ページ、２３ページをごらんください。後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明

細書でございます。 

まず、歳入について御説明申し上げます。１款分担金及び負担金でございますが、これは市町村

で収納した保険料及び医療給付に対する市町村の負担金などであり、合計では、調定額、収入済額

とも同額の２３８億２，７５５万９，４１５円となっております。２款国庫支出金でございます。

１項国庫負担金の収入済額合計は３８０億３，３２８万７，６８５円でございます。これは、医療

給付に対する国の負担金が見込みより多く交付されたことなどから、予算現額に比べ約１６億 

２，０００万円の増となっております。 

２４ページ、２５ページをごらんください。２項国庫補助金の収入済額合計は１６４億    

９，６６７万４，６９６円でございます。これは１目調整交付金で、広域連合間の財政力の不均衡

を調整するために交付される普通調整交付金が見込みより多く交付されたことなどから、予算現額

に比べ約３億４，０００万円の増となっております。 

２６ページ、２７ページをごらんください。３款県支出金でございます。１項県負担金の収入済

額合計は１２４億９，９４５万５，０００円でございます。次の２項県財政安定化基金支出金の収

入済額合計は４億円でございます。これは、保険料の上昇を抑制するための基金からの収入でござ

います。４款支払基金交付金でございますが、これは現役世代からの支援金であり、収入済額は  

５９０億４０７万６，０００円となっております。 

２８ページ、２９ページをごらんください。５款特別高額医療費共同事業交付金の収入済額は 

２，３８５万４９４円でございます。６款財産収入の収入済額は４５４万７，９４８円でございま

す。７款繰入金でございます。１項一般会計繰入金の収入済額は３億２，８２５万１，７４１円で

ございます。これは、一般会計からの事務費繰入金となっております。次の２項基金繰入金の収入

済額は７億５，０００万円でございます。 

３０ページ、３１ページをごらんください。８款繰越金の収入済額は３９億４，７９７万   

４，４６１円でございます。これは、平成２７年度からの繰越金となっております。９款諸収入で
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ございます。１項延滞金、加算金及び過料の収入済額は１０３万７，０７０円でございます。次の

２項預金利子の収入済額は２１０万９，７８７円でございます。３項雑入でございます。収入済額

合計は１億２，４３５万６，３８７円でございます。なお、２目返納金で、収入未済額が２０万  

８，０８５円ございます。これは、被保険者の所得更正に伴い、窓口一部負担割合が１割から３割

に変更になったためなどで、その差額分の返還請求を行っていますが、年度内までに納付されなか

った８件分でございます。 

以上、歳入合計は、予算現額１，５４２億１，４８０万９，０００円に対し、調定額は      

１，５５４億４，３３８万８，７６９円であり、収入済額は１，５５４億４，３１８万６８４円で、

収入未済額は２０万８，０８５円でございます。不納欠損額はございません。 

続きまして３２ページ、３３ページをごらんください。歳出について御説明申し上げます。１款

総務費でございます。１項総務管理費の支出済額は３億３，００９万５，４９４円であり、    

２，１３１万２，５０６円の不用額となっております。これは、電算処理システム関連委託料など

が見込みを下回ったことなどによるものでございます。 

３４ページ、３５ページをごらんください。２款保険給付費でございます。１項療養諸費の支出

済額合計は１，４２０億６，３０１万１，１６３円であり、４９億８，０６８万６，８３７円の不

用額となっております。これは、１目療養給付費で実績が見込みを下回ったことなどによるもので

ございます。次の２項審査支払手数料の支出済額は３億９，７１３万６，０５９円でございます。 

３６ページ、３７ページをごらんください。３項高額療養諸費でございます。支出済額合計は  

１０億９，６０１万４，９３７円でございます。４項その他医療給付費の支出済額は６億    

１，１３５万円でございます。３款県財政安定化基金拠出金の支出済額は６，１００万円でござい

ます。 

３８ページ、３９ページをごらんください。４款特別高額医療費共同事業拠出金の支出済額合計

は２，８９７万８，５３０円でございます。５款保健事業費の支出済額合計は３億３，３８１万  

１，５８４円であり、５，２７１万９，４１６円の不用額となっております。これは、健康診査事

業などにおきまして、実績が目標を下回ったことなどによるものでございます。 

４０ページ、４１ページをごらんください。６款基金積立金の支出済額は２億４，５３９万  

３，９４８円でございます。７款諸支出金の支出済額合計は３８億７，９０１万６０８円でござい

ます。８款予備費でございますが、支出済額はございません。 

以上、歳出合計は、予算現額１，５４２億１，４８０万９，０００円に対し、支出済額は     

１，４９０億４，５８０万２，３２３円であり、５１億６，９００万６，６７７円の不用額となり

ました。 

続きまして、４４ページをごらんください。実質収支に関する調書でございます。一般会計でご

ざいます。３ 歳入歳出差引額は３，４７５万円であり、４ 翌年度へ繰り越すべき財源はなく、

結果、５ 実質収支額は３，４７５万円となりました。全額を翌年度に繰り越しするものでござい

ます。 

４５ページをごらんください。特別会計でございます。３ 歳入歳出差引額は６３億９，７３７

万８，０００円であり、４ 翌年度へ繰り越すべき財源はなく、結果、５ 実質収支額は６３億  

９，７３７万８，０００円となりました。全額を翌年度に繰り越しするものでございます。 

４８ページをごらんください。財産に関する調書でございます。１ 公有財産、２ 物品、３ 債
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権につきましては、該当はございません。 

４９ページをごらんください。４ 基金の（１）の財政調整基金でございます。これは、突発的

なシステム改修や一時借入金が生じた際の借入金の利子に備えるため、市町村事務費精算金の一部

を積み立てているものでございます。決算年度中増減高２３３万１，４８５円の減は、預金利子の

増と一般会計への繰り出しの減によるものでございます。この結果、決算年度末現在高は    

１，７６７万２，５４８円となりました。（２）の給付費等準備基金でございます。これは、年度

間の財源を調整し、財政の適正かつ健全な運営のため、積み立てているものでございます。決算年

度中増減高の５億４６０万６，０５２円の減は、平成２７年度の決算剰余金の一部積み立ての増と

預金利子の増、特別会計への繰り出しの減によるものでございます。この結果、決算年度末現在高

は２２億４，９６９万２，４９０円となりました。 

以上、平成２８年度一般会計、特別会計の歳入歳出決算の概要であります。 

よろしく御審議の上、御認定くださいますようお願い申し上げます。 

 

○議長（秋葉征士君） 以上で提案者の説明は終わりました。 

 

    決算審査意見の説明 

○議長（秋葉征士君） 次に、議第５号及び議第６号の議案２件に関して、監査委員から提出されて

おります決算審査意見の説明を求めます。 

 

○監査委員職務執行者（中村一明君） 議長。 

 

○議長（秋葉征士君） 中村監査委員職務執行者。 

 

○監査委員職務執行者（中村一明君） 議第５号平成２８年度山形県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入

歳出決算認定について及び議第６号平成２８年度山形県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療

特別会計歳入歳出決算認定についての決算審査の概要につきまして、御説明申し上げます。 

お手元の平成２８年度歳入歳出決算書の５０、５１ページをお願いいたします。決算審査につき

ましては、６月１４日付けで広域連合長より決算書及び付属書類等の提出があり、審査をいたしま

した。審査に当たりましては、５１ページ、第３ 審査の方法に記載のとおり実施いたしました。

審査の結果、審査に付された各会計の決算及び証書類、その他政令で定める書類は、いずれも関係

法令に準拠して調製されており、その計数は正確であり、予算の執行状況についても、おおむね適

法かつ適正に執行されているものと認められました。決算の概要については、先ほどの事務局から

の説明のとおりでありますので省略をいたします。 

後期高齢者医療制度については、高齢化の進展に伴う被保険者の増加により、今後さらなる医療

費の負担が見込まれ、その運営はますます厳しい状況となることが予想されますが、そのような中

にあって、すべての被保険者が安心して医療を受けられるよう国、県、市町村及び各関係団体との

連携を密にし、保健事業や医療費適正化事業にも引き続き尽力され、円滑な制度運営に一層取り組

まれることを望み、決算審査の意見といたします。 

よろしくお願いいたします。 
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○議長（秋葉征士君） 以上で決算審査意見の説明は終わりました。 

 

    質疑 

○議長（秋葉征士君） これより質疑に入ります。 

上程議案に対し、御質疑ありませんか。 

 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長（秋葉征士君） 御質疑なしと認めます。 

以上で質疑を終わります。 

 

  討論 

○議長（秋葉征士君） これより討論に入ります。 

討論ありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長（秋葉征士君） 討論なしと認めます。 

以上で討論を終わります。 

 

  採決 

○議長（秋葉征士君） これより採決します。 

お諮りします。日程第６ 議第５号平成２８年度山形県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳

出決算認定について及び日程第７ 議第６号平成２８年度山形県後期高齢者医療広域連合後期高

齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についての議案２件を原案のとおり決定することに御異議あ

りませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長（秋葉征士君） 異議なしと認めます。 

したがって、日程第６ 議第５号及び日程第７ 議第６号の議案２件については、いずれも原案

のとおり認定をされました。 

 

 

    議第７号及び議第８号 

○議長（秋葉征士君） 日程第８ 議第７号平成２９年度山形県後期高齢者医療広域連合一般会計補

正予算（第１号）及び日程第９ 議第８号平成２９年度山形県後期高齢者医療広域連合後期高齢者

医療特別会計補正予算（第１号）について、関連がありますので、一括して上程いたします。 
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    提案理由の説明 

○議長（秋葉征士君） ここで提案者の説明を求めます。 

 

○連合長（佐藤孝弘君） 議長。 

 

○議長（秋葉征士君） 佐藤連合長。 

 

○連合長（佐藤孝弘君） ただいま上程されました議第７号及び議第８号について提案理由を御説明

申し上げます。 

議第７号の一般会計補正予算につきましては、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ   

３，４７５万円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ６億１６３万円とするもので

あります。 

議第８号の後期高齢者医療特別会計補正予算につきましては、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出

それぞれ６４億２，９４０万８，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ  

１，５８１億３，４９９万３，０００円とするものであります。 

詳細については、事務局より御説明申し上げます。 

 

○事務局次長（太田修君） 議長。 

 

○議長（秋葉征士君） 太田事務局次長。 

 

○事務局次長（太田修君） 初めに、議第７号平成２９年度山形県後期高齢者医療広域連合一般会計

補正予算（第１号）について御説明申し上げます。 

議案書３ページをお願いいたします。歳入歳出それぞれに３，４７５万円を増額計上し、総額を

６億１６３万円とするものであります。詳細につきましては、別冊の平成２９年度歳入歳出予算事

項別明細書で御説明申し上げたいと思います。 

事項別明細書の３ページ及び４ページをお願いいたします。歳入補正につきましては、４款１項

１目繰越金に３，４７５万円を増額計上しております。平成２８年度の決算認定に伴い、歳入歳出

差引額を本年度の繰越金とするための補正でございます。歳出補正につきましては、２款１項１目

一般管理費のうち２３節償還金利子及び割引料に３，１５５万円を、２款１項２目財産管理費のう

ち２５節積立金に２５０万円を、また、３款１項１目社会福祉総務費のうち２８節繰出金に７０万

円を増額計上しております。積立金につきましては、財政調整基金に対する元金積み立てであり、

必要最低額として想定している基金積立額２，０００万円に対する不足分を補てんさせていただく

ために計上したものでございます。また、３款民生費のうち繰出金については、特別会計に対する

繰り出しであり、国の電算処理システム設定誤りに伴う還付加算金への対応であります。そして、

これらの所要額を繰越金から差し引きしたのが、２款の償還金及び割引料であり、市町村に対する

返還金として計上したところでございます。 

議第７号平成２９年度山形県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第１号）については以
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上でございます。 

議第８号につきましては説明員を交代いたします。 

 

○事業課長（村山裕二君） 議長。 

 

○議長（秋葉征士君） 村山事業課長。 

 

○事業課長（村山裕二君） 続きまして、議第８号平成２９年度山形県後期高齢者医療広域連合後期

高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について御説明申し上げます。 

初めに議案書５ページ、６ページをごらんください。歳入歳出予算総額に、それぞれ６４億   

２，９４０万８，０００円を追加し、補正後の予算総額を１，５８１億３，４９９万３，０００円

とするものであります。詳細は事項別明細書によって進めさせていただきます。 

事項別明細書７ページ、８ページをごらんください。初めに歳入について申し上げます。１款１

項市町村負担金でございます。平成２８年度市町村療養給付費負担金の精算に伴い、市町村から追

加で納入していただく額、３，１３３万１，０００円を増額するものであります。７款１項繰入金

でございます。還付加算金の増額に伴い、その財源である一般会計繰入金７０万円を増額するもの

であります。８款１項繰越金でございます。平成２８年度の繰越金として６３億９，７３７万   

７，０００円を追加計上するものであります。繰越金は、歳出において、準備基金積立金と国等へ

の返還金となります。 

次に９ページ、１０ページをごらんください。歳出について申し上げます。５款１項健康保持増

進事業費でございます。健康診査事業について、住所地特例に該当する被保険者に対して、健康診

査助成金を償還払いするため、今後支出が見込まれる健康診査費の１３節委託料から５万円減額し、

１９節負担金、補助金及び交付金に同額を増額するものであります。６款１項基金積立金でござい

ます。平成２８年度剰余金と国等への返還金との差額１６億５，３８３万円及び市町村から追加納

付していただく３，１３３万１，０００円の合計額、１６億８，５１６万１，０００円を医療給付

費等準備基金積立金として積み立てるため、増額補正を行うものであります。７款１項２目還付加

算金でございます。標準システムの設定誤りで発生した保険料軽減判定誤りによる過大徴収に対応

するため、被保険者へ保険料を還付する加算金に不足が生じることが見込まれるため、その見込み

額７０万円を増額するものであります。同３目償還金でございます。療養給付費負担金等について、

給付費実績に基づき、平成２８年度分負担金等を精算し、返還金として４７億４，３５４万    

７，０００円を国、県、支払基金、市町村に返還するものであります。 

以上、特別会計補正予算（第１号）の説明でございます。 

よろしく御審議の上、御決議くださいますようお願い申し上げます。 

 

○議長（秋葉征士君） 以上で提案者の説明は終わりました。 

 

    質疑 

○議長（秋葉征士君） これより質疑に入ります。 

上程議案に対し、御質疑ありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長（秋葉征士君） 御質疑なしと認めます。 

以上で質疑を終わります。 

 

  討論 

○議長（秋葉征士君） これより討論に入ります。 

討論ありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長（秋葉征士君） 討論なしと認めます。 

以上で討論を終わります。 

 

  採決 

○議長（秋葉征士君） これより採決をします。 

お諮りします。日程第８ 議第７号平成２９年度山形県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予

算（第１号）及び日程第９ 議第８号平成２９年度山形県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療

特別会計補正予算（第１号）の議案２件を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長（秋葉征士君） 異議なしと認めます。 

したがって、日程第８ 議第７号及び日程第９ 議第８号の議案２件については、いずれも原案

のとおり可決されました。 

 

 

議第９号 

○議長（秋葉征士君） 日程第１０ 議第９号山形県後期高齢者医療広域連合監査委員の選任につい

てを上程いたします。 

 

    提案理由の説明 

○議長（秋葉征士君） この場合、提案者の説明を求めます。 

 

○連合長（佐藤孝弘君） 議長。 

 

○議長（秋葉征士君） 佐藤連合長。 
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○連合長（佐藤孝弘君） ただいま上程されました議第９号について提案理由を御説明申し上げます。 

議第９号につきましては、当広域連合監査委員のうち、識見を有する者のうちから選任された 

中村一明委員の任期が、去る７月２５日をもって満了いたしましたので、新たに玉田芳和氏を委員

に選任することについて同意を求めようとするものです。 

以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御同意くださいますようお願い申し上げます。 

 

○議長（秋葉征士君） 以上で提案者の説明は終わりました。 

 

    質疑 

○議長（秋葉征士君） これより質疑に入ります。 

上程議案に対し、御質疑ありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長（秋葉征士君） 御質疑なしと認めます。 

以上で質疑を終わります。 

 

  討論 

○議長（秋葉征士君） これより討論に入ります。 

討論ありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長（秋葉征士君） 討論なしと認めます。 

以上で討論を終わります。 

 

  採決 

○議長（秋葉征士君） これより採決します。 

お諮りします。日程第１０ 議第９号山形県後期高齢者医療広域連合監査委員の選任についてを

原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長（秋葉征士君） 御異議なしと認めます。 

したがって、日程第１０ 議第９号については、原案のとおり同意されました。 

 

 

議第１０号 

○議長（秋葉征士君） 日程第１１ 議第１０号山形県後期高齢者医療広域連合監査委員の選任につ
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いてを上程いたします。 

なお、地方自治法第１１７条の規定により、関係議員は退席をお願いいたします。 

 

    （石澤秀夫議員 除斥） 

 

    提案理由の説明 

○議長（秋葉征士君） ここで提案者の説明を求めます。 

 

○連合長（佐藤孝弘君） 議長。 

 

○議長（秋葉征士君） 佐藤連合長。 

 

○連合長（佐藤孝弘君） ただいま上程されました議第１０号について提案理由を御説明申し上げま

す。 

議第１０号につきましては、当広域連合監査委員のうち、議員のうちから選任された斎藤淳一委

員が、去る５月１８日をもって当広域連合議会議員を辞職したことに伴い、新たに石澤秀夫議員を

委員に選任することについて同意を求めようとするものです。 

以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御同意くださいますようお願い申し上げます。 

 

○議長（秋葉征士君） 以上で提案者の説明は終わりました。 

 

    質疑 

○議長（秋葉征士君） これより質疑に入ります。 

上程議案に対し、御質疑ありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長（秋葉征士君） 御質疑なしと認めます。 

以上で質疑を終わります。 

 

  討論 

○議長（秋葉征士君） これより討論に入ります。 

討論ありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長（秋葉征士君） 討論なしと認めます。 

以上で討論を終わります。 
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  採決 

○議長（秋葉征士君） これより採決をします。 

お諮りをします。日程第１１ 議第１０号山形県後期高齢者医療広域連合監査委員の選任につい

てを原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長（秋葉征士君） 御異議なしと認めます。 

したがって、日程第１１ 議第１０号については、原案のとおり同意されました。 

 

    （石澤秀夫議員、玉田芳和氏 着席） 

 

○議長（秋葉征士君） 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 

 

    あいさつ 

○議長（秋葉征士君） この際、中村監査委員職務執行者、玉田芳和さん及び連合長から発言を求め

られておりますので、順次これを許可します。 

 

    監査委員職務執行者あいさつ 

○監査委員職務執行者（中村一明君） 議長。 

 

○議長（秋葉征士君） 中村監査委員職務執行者。 

  

○監査委員職務執行者（中村一明君） このたびの任期をもちまして監査委員を退任いたしました。在任中

は温かい御厚情を賜りまして、まことにありがとうございました。本広域連合のますますの御発展

と皆さま方の一層の御活躍、御健勝を御祈念申し上げまして、あいさつとさせていただきます。 

ありがとうございました。 

 

    玉田芳和氏あいさつ 

○（玉田芳和君） 議長。 

 

○議長（秋葉征士君） 玉田芳和さん。 

 

○（玉田芳和君） ただいまは、監査委員の選任に御同意を賜りまして、まことにありがとうござい

ました。微力ではございますが、精いっぱい、石澤委員とともに努めてまいりますので、皆さま方

から御指導、御鞭撻をよろしく賜りますようお願い申し上げます。 

本日は、まことにありがとうございました。 
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    広域連合長あいさつ 

○連合長（佐藤孝弘君） 議長。 

 

○議長（秋葉征士君） 佐藤連合長。 

  

○連合長（佐藤孝弘君） 広域連合議会７月定例会が閉会されるに当たり、一言ごあいさつを申し上

げます。 

本日の７月定例会に提案いたしました各案件について、慎重なる御審議を賜り、それぞれ御決議、

御認定、御同意をいただきまして、まことにありがとうございます。 

後期高齢者医療制度も施行から１０年目を迎えましたが、さらなる高齢化の進行などにより、今

後も医療費の増加が見込まれていることは皆さま御承知のとおりと存じます。このような状況のも

と、制度を持続可能なものとしていくためには、医療費の適正化や保健事業などの取り組みを通じ、

被保険者の方々に対する予防、健康づくりをより一層進めていく必要があり、当広域連合としても、

市町村や関係機関との連携を一層密にしながら、制度の健全な運営に努めていかなければならない

と考えております。 

議員の皆さまにおかれましては、健康に御留意の上、今後とも後期高齢者医療制度の確実な運営

のため、なお一層の御支援、御協力を賜りますようお願いを申し上げまして、あいさつといたしま

す。 

本日は、まことにありがとうございました。 

 

○議長（秋葉征士君） 以上で、平成２９年７月山形県後期高齢者医療広域連合議会定例会を閉会し

ます。 

 

午後３時０６分 閉会 
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